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○○市（町・村）学童保育条例	 【福岡県学童保育連絡協議会試案】 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

第１条 目的	 

放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護	 

者が労働又は疾病等により保育を必要とする小学校就学児童に対し、家庭、地域等との連携

の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性

及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図る	 

ことを目的として行わなければならない。	 

	 この目的を達成するために、本条例は本市（町・村）における設置・運営について定める

とともに、本市(町・村)における児童福祉法第３４条の８の２第１項に基づく学童保育の届

け出基準を定めるものとする。	 

	 

第２条	 対象児童	 

（１） 権利	 

本市（町・村）に居住する小学校に就学している児童であって、その保護者が労働又は疾

病等のために保育を必要とするものは、授業の終了後及び土曜日、長期休業日に、適切な

遊び及び明るく清潔な環境の生活の場を与えられ、かつ、適切な訓練を受けた学童保育支

援員の支援により、心身ともに健全に発達する権利を有する。	 

	 	 	 	 	 	 

（２） 義務	 

本市（町・村）は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働又は疾病等のため	 

に保育を必要とするものを、授業の終了後及び土曜日、長期休業日に、適切な遊び及び明るく

清潔な環境の生活の場を与え、かつ、適切な訓練を受けた学童保育支援員を配置した学童保育

所で保育しなければならない。	 

	 	 	 	 	 	 	 

（３）利用要件	 

	 	 	 	 次に揚げる各号の要件の一つを満たしている児童は、学童保育所を利用できる	 

	 	 一	 保護者が労働又は疾病等により保育を必要とする場合	 

	 	 二	 障がいのある児童であって発達上、支援が必要な場合	 

	 	 三	 その他、市町村長が必要と認めた場合	 

	 

第３条	 公設学童保育所の設置	 

（１）設置及び運営	 

	 	 	 	 本市（町・村）は、学童保育を実施するための学童保育所を設置し、運営する。公設学童保	 

	 	 育所の設置及び運営基準の詳細は別途規則で定める。	 

	 

第４条	 学童保育所の委託	 

（１）設置及び運営	 

本市（町・村）が適当と認めるときは、本市（町・村）以外のものが運営する学童保育所に	 

学童保育の実施を委託することができる。	 
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（２）前項の委託は、本市（町・村）に届け出済みの学童保育事業者が運営する学童保育所に対し

ておこなうものとする。詳細は別途施行規則に定める。	 

	 

第５条	 公設学童保育所の利用及び調整・手続き	 

（１）児童を学童保育所に入所させようとする保護者は、本市（町・村）に申請しなければならな

い。	 

	 

（２）本市（町・村）は、学童保育所の利用について、必要な調整及び斡旋を行うものとする。	 

	 

第６条	 本市（町・村）から学童保育を委託された学童保育事業者の場合の利用及び調整・手続き	 

（１）児童を学童保育所に入所させようとする保護者は、本市（町・村）から学童保育を委託され

た学童保育事業者が運営する学童保育所に、申請しなければならない。	 

	 

（２）本市（町・村）から学童保育を委託された学童保育事業者が運営する学童保育所は、学童保

育所の利用について、必要な調整及び斡旋を行うものとする。	 

	 

第７条	 定員・規模	 

	 	 	 	 学童保育所の定員は４０名以下とする。４０名を超える場合は分割する。ただし、分割を

するまでに期間が必要な場合は５０名まで受け入れることができるが、１年以内に分割を実

施しなければならない。	 

	 

第８条	 開設日・開設時間	 

	 （１）開設日	 

	 	 	 	 開設日は学校課業日、及び春・夏・冬期休業・土曜日等の学校休業日とする。（日曜日・	 

祝日・年末年始は除く。）新１年生については、保育所との継続性を考慮し、3 月より受け入

れてもよい。	 

	 

	 （２）開設時間	 

開設時間は原則として１０時から１８時３０分とする。ただし学校休業日は８時から１８時

３０分とする。また、実情に応じて延長保育を行うことができる。	 

	 

第９条	 施設設備	 

	 （１）施設	 

	 	 	 	 学童保育の実施にあたっては、生活の場としての機能が十分確保される専用の施設または	 

部屋を設ける。	 

	 	 	 	 生活室として、児童１人当たり１．６５㎡以上を確保し、その他児童の体調不良時に体を	 

休める静養スペース、事務室、収納スペース、調理室を確保すること。	 

	 

（２）設備	 

	 	 	 	 安全衛生が確保された手洗い場、台所設備、冷蔵庫、トイレ、シャワー、更衣できるスペ

ース、冷暖房器具、電話、換気扇、パソコン等、事業実施に必要なものを整備する。	 
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第１０条	 学童保育支援員	 

（１）学童保育支援員（以下、「支援員」という）を配置する。	 

（２）一つの学童保育所に対し、常勤の支援員を２名以上複数配置する。	 

（３）特別な支援が必要な児童（発達障がい児・被虐待児・家庭的生育の困難な児童等）の受け入れ

に当たっては必要な研修を受講し、学校や専門機関、専門家と連携し、個別の援助が必要な場

合は支援員を加配する。	 

（４）支援員は国の省令６３号第１０条のいずれかに該当し、かつ県が行う研修を修了したものであ

り、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のあるものであり、

常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の習得、維持の向上

に努めるものでなければならない。職務内容、勤務時間、労働条件、就労規則、研修等は、別

途施行規則でこれを定める。	 

	 

第１１条	 保育（生活）内容	 

	 （１）	 児童の発達、最善の利益の保障に努めること。	 

	 （２）	 児童の安全・健康・衛生を確保すること	 

	 （３）	 児童の安定した生活を保障すること	 

	 （４）	 衛生管理に努め、おやつを提供すること	 

	 （５）	 学童期にふさわしい活動内容を保障すること	 

	 （６）	 家庭との連絡・協力を図ること	 

	 （７）	 小学校、児童福祉施設及び関係施設等と密接に連携を図ること	 

	 （８）	 地域との交流・協力に努めること	 

	 

第１２条	 個別支援を必要とする児童への対応	 

（１）障がいのある児童や被虐待児童、多文化・多言語家庭の児童など、個別の支援を必要とす

る児童については、受け入れ体制を整備する。	 

	 

（２）受け入れ体制の整備については、別途施行規則で定める。	 

	 

第１３条	 保育料	 

	 	 	 	 本市（町・村）長（または委託学童保育運営事業者）は、学童保育を利用する保護者から	 

	 	 	 保育料を徴収することができる。保育料は○○円とする。ただし母子（父子）家庭や非課税	 

	 	 	 世帯家庭については、一人につき月額○○円を減免する。	 

また、同一世帯から複数の児童が入所する場合にあっては二人目以降の児童について、一

人につき月額○○円とする。	 

	 	 	 	 	 	 

第１４条	 保護者との連携	 

	 	 	 	 学童保育所は、児童の出欠や心身状況、発達状況など直接の連絡、広報誌、保護者会、個	 

人面談等様々な方法を使って保護者と共通理解を持つ。また、学童保育の状況を積極的に伝	 

え保護者の理解を促し、必要に応じて活動や行事に保護者が参加する機会を設けるなどして、

保護者との協力体制を構築する。	 
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	 	 	 	 保護者会を開催し保護者同士が交流し、互いに協力して子育てできるよう支援する。	 

	 

第１５条	 学校及び関係機関・地域との連携	 

	 	 	 	 学童保育関係者は個人情報の保護や秘密の保持に十分配慮し、学校及び関係機関と連携を	 

図る。必要に応じて児童相談所、学校及び警察等と連携して対応を図る。	 

	 

第１６条	 安全対策・緊急時対応	 

（１）安全対策	 

	 一	 施設・設備の定期的な点検、改修、事故・ケガの対応に関するマニュアル作成、支援員の訓

練・研修を行う。	 

	 二	 健康管理、食中毒の予防、アレルギー対策などに努める。	 

	 

（２）緊急時の対応	 

	 犯罪や災害発生時の緊急時の安全確保・危機管理に関するマニュアル作成、保護者との連絡

体制を確立し、支援員や児童の訓練・研修を行う。	 

	 

第１７条	 監査・指導	 

	 	 	 	 本市（町・村）長は、学童保育事業を行うものに対し、必要な報告を求め又は関係者の調

査、もしくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を監査できるも

のとする。監査の結果、問題が見つかった場合は速やかに適切な指導を行う。	 

	 

第 1８条	 条例の改定	 

	 	 	 	 条例の改定に当たっては、学童保育代表者、保護者等の意見を聴取し、児童の権利を阻害

しないよう配慮する。	 

	 

第 1９条	 委任	 

	 	 	 	 この条例の施行に関し必要な事項は、本市（町・村）長が規則で定める。	 

	 

第２０条	 附則	 

	 	 	 	 この条例は平成 27 年 4 月 1 日より施行する。	 

	 	 	 	 ○○市（町・村）放課後児童健全育成事業実施要項は、廃止する。	 

	 

	 


